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所
得
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日
に
成
立
し
た
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

民
主
党
政
権
時
代
に
、
年
少
扶
養
控
除
の
廃
止
が
議
論
さ
れ
た
際
に
は
、
社
会
保
障
制
度
は
、
保
険
料
や
一
部
負
担
を
決
め

る
に
際
し
て
、
所
得
や
税
額
等
を
用
い
る
た
め
、
多
く
の
制
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
し
て
、
社
会
的
な
議
論
に
な
っ
た
と
記
憶

し
て
い
る
。
こ
の
た
び
成
立
し
た
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
は
、
給
与
所
得
控
除
の
頭
打
ち
及
び
一
律

引
き
下
げ
に
よ
る
増
税
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
年
少
扶
養
控
除
廃
止
同
様
、
社
会
保
障
制
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
の

で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
お
り
、
以
下
質
問
す
る
。

一

今
回
の
給
与
所
得
控
除
縮
減
は
平
成
三
十
年
度
税
制
改
正
後
に
、
平
成
三
十
二
年
一
月
よ
り
適
用
さ
れ
る
と
承
知
し
て
い

る
。
現
時
点
で
社
会
保
障
制
度
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
政
府
は
、
「
例
え
ば
社
会
保
障
に
係
る
算
定
の
基
準
が
動
き
得
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
事
は
十
分
認
識
を
し
て
お
り
ま
す
。
（
中
略
）
こ
う
い
っ
た
検
討
に
時
間
を
要
す
る
事
も
踏
ま
え
ま

し
て
、
平
成
三
十
二
年
分
の
所
得
税
か
ら
適
用
す
る
と
い
う
事
で
一
定
の
検
討
猶
予
期
間
を
設
け
て
い
る
」
（
第
百
九
十
六

回
国
会
・
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
・
平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日
）
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
際
、
現
時
点
で
予
想
さ

れ
る
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
項
目
及
び
影
響
額
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。一



二

社
会
保
険
料
に
係
る
国
民
負
担
は
、
算
定
基
準
と
な
る
所
得
等
の
担
税
力
を
客
観
的
に
示
す
数
値
を
基
に
主
に
計
算
さ
れ

る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
正
し
い
か
。
そ
の
場
合
、
所
得
を
求
め
る
上
で
影
響
の
生
じ
る
諸
控
除
、
例
え
ば
今
回
の
給
与
所

得
控
除
を
見
直
す
場
合
に
は
、
世
帯
別
、
モ
デ
ル
別
等
の
、
社
会
保
険
料
へ
の
跳
ね
返
り
、
得
ら
れ
な
く
な
る
社
会
保
障

サ
ー
ビ
ス
の
機
会
損
失
額
等
を
考
慮
に
加
え
て
、
総
合
的
な
国
民
負
担
率
と
い
う
観
点
よ
り
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
考
え
る
が
、
今
回
の
給
与
所
得
控
除
を
見
直
す
に
あ
た
り
、
政
府
税
調
等
の
政
府
部
内
の
会
議
で
、
試
算
に
基
づ
き
、
具

体
的
な
家
計
へ
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
た
の
か
、
お
示
し
願
う
。

三

特
定
不
妊
治
療
費
助
成
は
、
所
得
七
百
三
十
万
円
ま
で
の
世
帯
に
特
定
不
妊
治
療
に
要
し
た
費
用
を
助
成
す
る
制
度
で
あ

る
。
こ
こ
で
い
う
所
得
は
、
給
与
所
得
者
の
場
合
、
収
入
金
額
か
ら
給
与
所
得
控
除
、
八
万
円
、
雑
損
控
除
等
を
引
い
た
金

額
と
承
知
し
て
い
る
が
、
給
与
所
得
控
除
縮
減
の
改
正
前
で
あ
れ
ば
特
定
不
妊
治
療
助
成
を
受
け
ら
れ
た
の
に
、
平
成
三
十

二
年
一
月
以
降
、
助
成
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
対
象
は
、
具
体
的
に
所
得
い
く
ら
以
上
の
世
帯
と
な
る
か
。

四

給
与
所
得
控
除
縮
減
に
よ
っ
て
、
右
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
世
帯
の
救
済
措
置
を
行
う
の
か
。
そ
の
場
合
、
ど
の
程
度

の
対
策
と
す
る
か
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


